
平成 23年 10月 25日 判決言渡 同 日原本領収 裁判所書記官 中村佳史

平成 23年 lワl第 150号  不当利得金返還請求事件

口頭弁論終結の 日 。平成 23年 9月 21日

判       決

原       告    

同訴訟代理人弁護士    宮   田   尚   典

同            橘           潤

京都市下京区烏丸通五条上る高砂町 381-1

被     告   ア イ フ ル 株 式 会 社

同代表者代表取締役    福   田   吉   孝

同訴訟代理人支配人    江   島   秀   雄

主       文

1 被告は,原告に対 し, 1011万 2704円 及び うち 905万 651

2円 に紺す る平成 23年 2月 26日 か ら支払済みまで年 5分の害J合によ

る金員 を支払 え。

2 原告のその余の請求を棄去,する。    一

3 訴訟費用はこれを 30分 し,その 1を原告の負担 とし,その余を被告

の負担 とする。

4 この判決の第 1項は,仮に執行す ることができる。

事 実 及 び 理 由

第 1 請求

1 被告は,原告 に対 し, 1011万 2704円 及び うち 905万 6512円 に

対する平成 23年 2月 26日 か ら支払済みまで年 5%の割合による金員 を支払

え。

2 被告は,原告 に対 し, 30万 円及び これ に姑す る平成 23年 3月 5日 (訴状
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第 2

1

送達の 日の翌 日)か ら支払済みまで年 5%の割合による金員 を支払 え。

事案の概要等

事案の概要

本件は,貸金業者である被告 との間で継続的に金銭消費貸借取引を行つてき

た原告が,同取引に係 る各弁済金の うち利虐、制限法所定の制限を超 えて利息 と

して支払つた部分を元本 に充当す ると,平成 23年 2月 25日 の時点で過払金

905万 6512円 及び利息 105万 6192円 の合計 1011万 2704円

が発生 しているとして,不当利得返還請求権に基づき,上記過払金の返還及び

同月 26日 か ら支払済みまで民法 704条 前段所定の利息の支払 を求めるとと

もに,被告の取引履歴の一部不開示につき,不法行為に基づ く損害賠償 として ,

30万円 (慰謝料 20万 円及び弁護士費用 10万 円の合計額)及び これに対す

る訴状送達の 日の翌 日 (平成 23年 3月 5日 )か ら支払済みまで民法所定の年

5分の害J合 による遅延損害金の支払 を求めた事案である。

争いのない事実等 (証拠及び弁論の全趣 旨により容易に認定できる事実を含

む。)

(1)当事者

被告は,貸金業法の登録 を受けた貸金業者である。

(2)取引の概要

原告は,被告 との間で,基本契約 (以 下 「第 1契約」とい う。)を締結 し,

これ lこ 基づき,昭和 60年 10月 31日 か ら平成 12年 3月 21日 まで,別

紙計算書記載の とお り,継続的に金銭の貸付 けと弁済が繰 り返 され る取引を

行った (甲 1の 1～ 3。 ただ し,昭和 60年 10月 31日 か ら昭和 63年 3

月 9日 までの取引については取引履歴がないため,貸付 日,貸付金額,弁済

日及び弁済額については争いがある。以下,こ の取引を「第 1取引」といい
,

昭和 60年 10月 31日 か ら昭和 63年 4月 10日 までの取引期間を 「推計

計算期間」 とい う。)。

2
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また,原告は,被告 との間で,平成 12年 3月 17日 ,借入限度額 を45

0万 円とす る金銭消費貸借基本契約 (甲 2。 以下 「第 2契約」 とい う。)を

締結するとともに,金銭消費貸借契約に基づ く債務 を担保す るため,原告所

有の不動産につき極度額 を 720万 円とす る根抵当権設定契約 (乙 6。 以下

「本件担保契約」 とい う。)を締結 し,第 2契約 に基づき,同月 21日 か ら

平成 21年 21年 5月 22日 まで,上記計算書記載の とお り,上記 と同様の

取引を行つた (甲 1の 1～ 3。 以下,こ の取引を 「第 2取引」 といい,第 1

取引 と併せて 「本件各取引」 とい う。)。

3 争点及び当事者の主張

(1)争点 1(推計計算期間における推計計算の合理性 )

(原告の主張 )

被告は,本件取引につき昭和 63年 4月 11日 以降の取引履歴のみを開示

し,取引開始 日である昭和 60年 10月 31日 以降の推計計算期間に係 る取

引履歴 を開示 しない ところ,昭和 63年 4月 11日 時点における残元本は 2

6万 7684円 (甲 1の 3)であったか ら,当 時の借入極度額は 30万 円で

あると推定 され る。そ して,当 時の原告の返済額は月 2万円程度であ り,約

定利率は年 36.5%で あったことか らす ると,当 初の借入額は 30万 円で

あると推定す るのが合理的である。そこで,こ れ らの推定に基づいて計算す

ると,別紙 「推定計算書」記載の とお りとなる。

(被告の主張 )

否認 ない し争 う。

(2)争点 2(本件各取引を一連計算す ることの是非 )

(原告の主張 )

原告 と被告は,昭和 60年 10月 31日 か ら本件各取引 (第 1取引)を 開

始 し,そ の後,継続 して借入れ と弁済を繰 り返す取引を行つていた ところ ,

第 2契約及び本件担保契約 に基づ く不動産担保貸付けは,こ れ らの過程で行
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われたものであ り, しかも,こ の貸付けに係 る貸付金か ら第 1取 引に係 る残

元本が弁済 されてお り,第 1取引の終了 日と第 2取引の開始 日は同 じ日であ

る。

したがって,第 1取引及び第 2取引は, 1個 の連続 した取引として一連計

算をすべきである。

(被告の主張 )

被告は,第 1取引,第 2取引ごとに,各取引の開始に当たって原告か ら融

資の申込みを受け,個別に審査 を行つて第 1契約並びに第 2契約及び本件担

保契約 をそれぞれ締結 して取引を開始 したものである。そ して,第 1契約及

び第 2契約は,借入限度額及び契約利率 も異なつている。

したがって,第 1取引及び第 2取引は,実質的にも別個の取引とい うべき

であるか ら, 1個の連続 した取引 とい うことはできず,一連計算をすべきで

はない。

(3)争点 3(受益者の悪意 )

(原告の主張 )

被告は,貸金業者 として本件各取引における約定利率が利息制限法所定の

制限利率を超 えていることを知 りなが ら,制限利率を超 えた利息の弁済を受

領 していた。

したがって,被告は,悪意の受益者 として,過払金の発生時か ら利息の支

払義務 を負 う。

(被告の主張 )

被告は,本件各取引当時,一部,法定の記載 を欠いていたものの,いわゆ

る 17条書面及び 18条書面を交付する体制 を整 えていた。そ して,① 17

条書面における 「返済期間及び返済回数」並びに 「各回の返済期 日及び返済

金額」の記載 を欠いていた ことについては,本件取引のような リボル ビング

方式の取引においては確定的な記載が不可能であ り,被告の作成 した書面を
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もって 17条書面の要件 を満たす と判断 した裁判例 もあったこと,② 18条

書面における 「契約年月 日」,「貸付 けの金額」,「契約 の相手方の氏名及び

住所」の記載を欠いていたことについては,契約番号による省略を認 めてい

た旧貸金業法施行規則 15条 2項に従っていたこと等か らすれば,被告が旧

貸金業法 43条 1項の適用があるとの認識 を有 していた としてもやむを得な

い とい うべきである。

そ うすると,被告は,悪意の受益者 に当た らないか ら,被告が返還義務 を

負 う範囲は,現存利益である過払金の 55%(法 人税 として納付 した 45%

を除いたもの)に限 られるとい うべきである。

(4)争点 4(第 1取引により生 じた過払金の消滅時効の成否 )

(被告の主張 )

第 1取引により過払金が生 じているとしても,第 1取引が終了 した平成 1

2年 3月 21日 か ら 10年の消滅時効が完成 している。

そこで,被告は,平成 23年 4月 27日 の第 2回 口頭弁論期 日において ,

上記消滅時効 を援用する旨の意思表示をした。

(原告の主張 )

上記(2)の とお り,第 1取引を含む本件各取引は, 1個の連続 した取引 とし

て一連計算すべきであるか ら,消滅時効は完成 していない。

(5)取引履歴の不開示による不法行為の成否

(原告の主張 )

原告は,本件原告代理人弁護士に委任 して,平成 22年 12月 28日 付 け

で受任通知を発 し,被告 との間の取引履歴の全部の開示を求めた ところ,被

告は,平成 23年 1月 27日 ,昭和 63年 4月 11日 以降の取引履歴及び初

回の取引 日が昭和 60年 10月 31日 であることを開示 した。そこで,原告

は,同弁護士を通 じて,同年 2月 8日 付 けで同 日か ら昭和 63年 4月 11日

まで (推計計算期間)の珂文引履歴 を開示するよ う求めたが,被告は,同 日以
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前のデータは保有 していない旨回答 した。

被告のかかる取引履歴不開示が不法行為 を構成することは,最高裁平成 1

7年 7月 19日 第二小法廷判決 (民集 59巻 6号 1783頁 )に照 らし明 ら

かである。

そ して,原告は,被告のかかる不法行為によ り精神的苦痛を受けたところ ,

これを慰謝す るに足 りる金額は 20万円を下るものではなく,ま た,こ の慰

謝料を請求す る訴訟に係 る弁護士費用相 当の損害額は, 5万 円とみるのが相

当である。

また,被告の取引履歴不開示により,原告は,訴訟の提起以外に過払金返

還請求の手段がない状態に置かれ,原告は,過払金返還請求訴訟の提起及び

追行のため弁護士への依頼を余儀なくされたのであるか ら,同訴訟に係 る弁

護士費用相当の損害を被った といえ,そ の額は 5万 円とみるのが相当である。

(被告の主張 )

被告は,原告の取引履歴開示請求に対 し,開示できる取引履歴は速やかに

開示 してお り,推計計算期間に係 る取引履歴 の開示を拒絶 したものではない

か ら,被告のかかる対応は,何 ら不法行為を構成す るものではない。

第 3 当裁判所の判断

1 争点 1(推計計算期間における推計計算の合理性)について

(1)本件では,第 1取引の うち推計計算期間 (昭和 60年 10月 31日 か ら昭

和 63年 4月 10日 まで)につき,そ の明細 を裏付 ける取引履歴がないか ら,

いわゆる合理的な推計計算によつて認定す るのが相当である。

そ して,証拠 (甲 1の 3,甲 3)及び弁論の全趣 旨によれば,第 1取引に

おける昭和 63年 4月 11日 時点における残元本 (利 息制限法により引直 し

計算前のもの)は 26万 7684円 であること,第 1取引の開始後の原告の

返済額は月 2万 円程度であ り,当 時の約定利率は年 36.5%で あったこと

が認 められ ることか らす ると,第 1取引開始時の借入額は 30万円と推定す
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るのが合理的であ り,こ れをもとに原告が推計計算期間における取引を推定

した別紙 「推定計算書」は,相応の合理性を有するもの と認 めることができ

る。

(2)し たがって,第 1取引の うち推計計算期間の取引については,別紙計算書

の 「年月 日」欄記載の各年月 日に対応す る 「借入金額」及び 「返済額」本l剰 記

載の金額であると認 めるのが相当である。

2 争点 2(本件各取引を一連計算す ることの是非)及び争点 4(第 1取 引によ

り生 じた過払金の消滅時効の成否)について

(1)前記争いのない事実等のとお り,本件各取引の うち,第 1取引は第 1契約

に基づ く継続的な取引であ り,第 2取引は第 2契約及び本件担保契約に基づ

く継続的な取引であるところ,前記争いのない事実等に加 え,証拠 (甲 2,

3,乙 5, 6)及び弁論の全趣 旨によれば,第 2契約及び本件担保契約は ,

第 1取引を継続 していた原告が,被告の働誘 を受けて,平成 12年 3月 17

日,被告か ら新たに 450万 円を借 り入れるために締結 し,同月 21日 ,被

告か ら450万 円を借 り入れ,同 日,その一部 を第 1取引に係 る残債務 49

万 2122円 の弁済に充て,第 1取引を終了 させたこと,その後,第 2取引

は,同 日か ら平成 21年 5月 22日 まで継続 したことが認 め られ る。

以上によれば,第 2契約及び本件担保契約は,第 1契約 に基づ く第 1取引

に係 る残債務の借換 えとして締結 され,第 2取 引が開始 されたものとみるべ

きであるか ら,第 1取引及び第 2取 引は 1個 の連続 した取引 とみるべきもの

であ り,第 1取引により過払金が生 じた場合には,こ れを第 2取引による新

たな借入金債務 に充当す る旨の合意があった と認 めるのが相 当である。 この

ことは,第 1契約及び第 2契約の各借入限度額や契約利率が異なっていると

しても左右 されない。

(2)上記(1)で説示 した とお り,第 1取引及び第 2取引は, 1個 の連続 した取引

とみ るべ きであるか ら,同取引により過払金が発生 した場合の消滅時効は ,
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第 2取 引が終了 した平成 21年 5月 22日 か ら進行す ることになる。

したがつて,第 1取引による過払金返還請求権の消滅時効に関す る被告の

主張は理由がない。

3 争点 3(受益者の悪意)について

(1)前記争いのない事実等のとお り,被告は,原告か ら制限超過部分について

も利息 として受領 しているところ,被告は,こ の受領について,旧 貸金業法

43条 1項の適用があるとの主張をしてお らず,同項の適用要件を充足す る

と認 めるに足 りる証拠 もない。

そ して,貸金業者が制限超過部分を債務の弁済 として受領 したが,その受

領につき同項にい う「債務者が利息 として任意に支払つた」 との要件 (以 下

「任意性要件」 とい う。)を充足 しない こと以外の点で もみな し弁済の要件

を充足 しないことを理由としてみなし弁済が成立 しない場合には,任意性要

件以外の要件 を充足 しないことについて特段の事情があると認められ る場合

を除き,悪意の受益者であると推定 され るもの と解す るのが相当である。

(2)そ こで,任意性要件以外のみな し弁済の要件について検討するに,被告の

本件取引に係 る 17条書面及び 18条書面の交付の事実の立証 としては,電

磁的記録綴 り (乙 15)で ある 「ご利用明細書兼領収書」が存 し,被告は ,

この電磁的記録 と同 じものが 17条書面及び 18条書面 として原告に交付 さ

れた旨主張す るが,上記電磁的記録は,そ の体裁や被告の貸金業登録 におけ

る番号等に照 らす と,本件訴訟における被告の上記各書面の交付の事実の立

証のために作成 されたものといわざるを得ず,上記電磁的記録 をもつて,被

告が原告に姑 し上記各書面を交付 したもの と認 めることはできない。被告が

提 出す る他の書証は,被告が上記各書面を交付す る業務態勢であった との一

般論 を立証す るにとどま り,本件各取引に関 し,被告が原告に上記各書面を

交付 していたことを推認す ることはできない。

そ うす ると,仮に,被告が本件各取引につき旧貸金業法 43条 1項の適用
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があると認識 していた としても,その認識に合理的な根拠があるとはいえな

いか ら,被告においてそのような認識 を有す るに至ったことについてやむを

得ない といえる特段の事情があるとは認 められない。

(3)し たがって,被告は,原告に射 し,悪意の受益者 として,過払金が発生 し

た時点か ら民法所定の年 5分の割合による利息を支払 うべ き義務 を負 うとい

うべきである。

4 争点 5(取引履歴の不開示による不法行為の成否)について

原告は,被告が推計計算期間 (昭和 60年 10月 31日 か ら昭和 63年 4月

10日 まで)の 取引履歴 を開示 しないことが不法行為を構成す る旨主張するが ,

被告が上記期間の取引履歴 を開示 しなかったのは,同期間の取引に係 るデータ

を保有 していなかったか らであると認 め られ (甲 1の 2),被告が上記データ

を保有 していたことを認 めるに足 りる証拠はないか ら,被告が同期間に係 る取

引履歴 を開示 しなかったことが不法行為 を構成するとはいえない。

したがつて,取引履歴の不開示 を理 由とする'原
告の損害賠償請求は,そ の余

の点について判断す るまでもなく理 由がない。

5 本件取引の過払金計算

前記 1な い し3で説示 した ところに従い,本件各取引を一連のもの として利

息制限法所定の制限利率に引き直 して計算す ると,別紙 「計算書」記載のとお

り,平成 23年 2月 25日 の時点で過払金 905万 6512円 及び利息 105

万 6192円 の合計 1011万 2704円 が発生 していると認 め られる。

第 4 結論

以上によれば,原告の請求の うち,過払金及び利息の請求は理 由があるか ら

認容 し,不法行為に基づ く損害賠償請求は理由がないか ら棄却す ることとして ,

なお,被告の仮執行免脱宣言の申立ては相当でないか らこれ を却下す ることと

して,主文のとお り判決す る。
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宮崎地方裁判所民事第 2部

裁 判 官 島 岡 大 雄
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計 算 書

ド
　
ド

渤
颯
　

謙

推 定

備    考

日付はアイフルの「ご案内」に記載

推 定

推 定

推 定

推 定

推定

推定

推定

推定

推定

推定

9

0

32

33

34

35

36

37

20

21

22

23

24

26

27

28

推 定

推 定

18 推 定

19 推 定

推 定

推 定

推

定

推 定

ここから開示

番

号

4

6

8

9

10

12

13

14

15

16

17

134,968

117,158

109 001

142,001

134,481

116,531

98,479

90,174

172,466

155,442

138,124

130,439

208,439

191,240

174,540

167,380

150,269

132,862

115,088

170,088

152,494

元 金

(― )は過払い

残 元 金

300,000

285,030

269,949

254,608

238,877

223,000

206,849

200,419

183,878

259,878

244,138

228,231

212,170

205 832

189,384

元金入金吉ll利虐、累計初 日禾Щ′自、

過払い利虐、計算

円 切 り て

不可 ′自、

17,950

18,052

8,305

18,404

17,318

7,685

17,199

16,700

7,160

171lH
17,407

17,774

17,594

17,526

17,810

8,157

7,520

元金入金

額

14,970

15,081

15,341

15,731

15,877

16,151

6,430

16,541

15,740

15,907

16,061

6,338

16,448

16,918

17,024

1,157

566

804

544

繰越利泡、

等 (累 計

1,840

2,474

2,190

1,843

804

1,676

2,050

1,948

1,695

1,596

2,976

2,682

2,315

1,157

1,644

3,300

2,840

2,889

2,593

2,226

566

利 息

5,030

4,919

4,659

4,269

4,123

3,849

3,570

31459

544

3,716

4,093

3,939

3,662

3,552

3,082

18.00%

18.00%

18.00%

18.00γO

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00。/O

18.00%

18.00%

18,00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.000/O

18.00%

18.00%

18.000/0

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

禾吼喜、市J限
法 利 率

18.00%

18.00γO

18.00%

18.00%

18,00%

18.00%

18.00%

16

35

33

35

35

30

6

29

34

35

35

35

33

35

35

34

18

平年

当する日

数

34

35

35

34

35

35

35

35

36

4

10

22

33

33

32

15

24

31

34

35

凹 年 に

該 当す
る 日牧

10

22

33

33

32

15

24

31

34

35

36

38

35

35

34

18

16

35

33

35

35

34

34

35

35

34

35

35

35

35

6

29

34

35

35

35

期 間

10,000

20,000

20,000

20,000

20 000

20 000

20 000

10,000

10,000

20,000

20,000

10,000

20,000

20,000

20,000

20,000

10,000

20,000

20,000

20,000

20,000

10,000

20,000

20,000

号|

返 済 額

20,000

20,000

201000

20,000

20,000

20,000

10,000

20,000

55,000

33,000

76,000

78,000

借入金額

300,000

S62.8.20

S62.9。 22

S62.10,27

S62,12.1

S63.1.4

S63.1.14

S63.2.5

S63.3.9

S63.4.11

S63.5。 13

S63.5.28

S63.6.21

S63.7.22

S63.8.25

S63.9.29

S61.9,9

S61.10.13

S61.11.17

S61.12.22

S62.1.26

S62.2.28

S62.4.4

S62.5.9

S62.6.12

S62.6.30

S62,7.16

年 月 日

S60.10.31

S60.12.4

S61.1.8

S61.2.12

S61.3,18

S61,4.22

S61.5。 27

S61.7.1

S61.8.5

S61.8.11

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

6

1

‐８

一
‐９

20

21

22

23
２４

一
２５

番

号

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

13

14

15

S63.11.4 71,770



上

Ｉ
二
一ロ 算 書

禾J

返 済 額
不可 ′自、

繰越利
等(累 計

元金入

額

Ｐ
Ю

57

58

59

60

61
６ ２

一
６ ３

64
５

一
６

６

一
６

６ ７

一
６ ８

６ ９

一
７ ０

７ ‐

一
７ ２

一
７ ３

74

番

万
備    考

38

39
４〇

一
４‐

42

43

44

45

46

47

48

49

50
５ ‐

一
５ ２

一
５ ３

54

55

56

18,931

-10,733

-40,733

-70,733

-100 733
-130 733
-160,733

-190,733

-220,733

-240,733

-45,789

-75,789

-105,789

-125,789

-155,789

-175,789

-205,789

-235,789

-265,789

残 元 金

(― )は過払い
残 元 金

64,792

295,792

271,323

246,273

220,523

189,655

163,209

136,026

108,373

80,350

59,697

159,697

132,610

104,833

76,694

48,055

5,056

-6,159

-7,495

利虐、累計

-57

-256

-541

-1,055

-1,739

-2,513

-3,405

-4,496

-5,056

-123

-438

-918

-1,507

-2,085

-2,980

-3,970

-5,136

-4,11

-4.11

-4.11

-4.11

-4.11

-4_11

-2,74

-4.11

-4.11

-2.74

-4.11

-2.74

-4.11

-4.11

-4.11

-4.11

-2,74

初 日利′自、

-4.11

-680.53

-77064
-88835

-1,088.55

-560.61

-119.18

-311.46

-478.22

-585.87

-576.21

-890.99

-986.66

-1,162.80

-1,019,46

-1,334.03

ヤ

不可率 5γO, り

元金入金額

-52.93

-195.30

-280.99

-510.56

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

20,000

30,000

30,000

20,000

30,000

20,000

30,000

30,000

30,000

30,000

20,000

6,978

24,469

25,050

25,750

30,868

26,446

27,183

27,653

28,023

20,653

27,087

27,777

28,139

28,639

29,124

29,664336

988

5,531

4,950

4,250

4,132

3,554

2,817

2,347

1,977

1,347

2,913

2,223

1,861

1,361

876

限

不可′喜、市11眼

法 利 率

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18,00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

35

34

36

17

19

30

33

34

27

37

35

36

28

補J

平年に :シ

当す る 日

数

9

37

35

38

38

35

35

37

34

37

34

36

36

37

36

36

35

29

37

8

28

F』 年 に

該 当 す

る 日 数

28

29

34

36

36

37

36

36

35

29

37

38

35

34

36

17

19

30

38

34

27

37

35

36

28

33

期 間

28

38

37

35

38

38

35

35

37

34

37

30,000

20,000

30,000

20,000

80,000

20.000

30,000

30,000

30,000

30.000

20,000

7,966

30,000

30.000

30,000

22,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

000

000

30,000

30,000

30,000

30,000

35,000

30.000

30,000

200,000

借入金額

231,000

100,000

H3.7.16

H3.8.12

H3,9.18

H3.10.23

H3.11.28

H3.12.26

H4.1.28

年 月 日

S63。 12.2

S63.12.2

Hl.1.9

Hl.2.15

Hl,4.29

Hl,8.15

Hl.9.21

Hl.10.25

Hl.10.25

Hl.12.1

H2.1.4

H22.9
H2.3.17

H2.4.23

H2.5,29

H2,7.4

H2.8.8

H2.9.6

H2.10,13

H2.11.20

H2.12.25

H3.1.28

H3.3.5

H33.22
H3.4.10

H3.5。 10

H3.6。 12

Hl.3.22

Hl.6.6

Hl,7.11

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

6

62

63

64

65

66

67

68
６９

一
７〇

一
７‐

72

73

74

番

号

38

39
４〇

一
４‐

42

43

44
４５

一
４６

47

-295 789
-315,789



計 算 書

備   考
番

号

75

76

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

‐０１

一
‐０２

‐０３

一
‐０４

105

106

107

‐０８

一
‐０９

一
‐‐０

77

78
７９

一
８ 〇

一
８ ‐

一
８ ２

一
８ ３

84

85
８ ６

一
８ ７

８ ８

一
８ ９

残 元 金

(― )は過払い
残 元 金

-335,789

-365,789

-395,789

-425,789

-139,395

-169,395

-199,395

-229,395

-259,395

-143,265

-173,265

-203,265

-233,265

-263 265
-196,098

-22 093
-256,093

-286,093

-306 93
-341,093

-266,818

-296,818

-326,818

-356,818

-386,818

-416 18

-486,818

-466,818

-496,818

-526,818

-556,818

-576,818

-578,807

-418,016

-443,016

-473,016

13,606

3,870

2,828

5,725

19,209

利ィ自、累計

-8,748

-10,082

-11,685

-13,257

-13,606

-480

-1,201

-2,049

-3,055

-3,870

-141

-926

-1,790

-2,720

-2,828

-809

-1,680

-2,982

-3,964

-5,352

-5,725

-881

-2 226
-3 617
-5,478

-6,594

-8,366

-10,284

-12,078

-14,123

-16,292

-18,735

-19,209

-19,209

-1,305

-2,947

-5,218

初 日利′芭、

-2,73

-4.10

-4.11

-4,11

-4,11

-2.74

-4.79

-4.11

-4.11

-4.11

-4.11

-411
-2.74

-4.11

-4,11

-4,11

-4.11

-2.74

-0.27

-4,11

-4.11

-4.11

-4,10

-4.10

-4,10

-4。 10

-4.10

-4。 10

-4.10

-4.10

-4.10

-4.10

-979.77

-1,383.71

-373.80

-877.21

-1,341,78

-1,387.86

-1,857.41

-1,112.76

-1,770.05

-1,914.82

-1,790.53

-2,041.72

-2,165.01

-2,440.85

-474.10

-1,301.28

-1,638.55

-2,267.88

い不可

円 り て

-1,251,08

-1 330.31
-1 599,08
-1,568.02

-349,01

-476.08

-717.38

-844.43

-1,002.82

-815,04

-137.00

-781.11

-860.82

-926.67

-108.19

-805.86

-867.21

-1,298.01

元金入金

額

20,000

30,000

30,000

30,000

30,000

20,000

35,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

20,000

30,000

30,000

30,000

30,000

20 00

1,989

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

繰越利虐、
等 (累 計

不可をき
利息制限
法 利 率

33

24

33

31

38

21

31

32

28

30

30

32

6

27

35

平 年 に

当 する

数

日

29

3

30

28

37

25

23

FLη 年 に

該 当す

る 日数

29

29

32

29

6

25

31

3

32

23

33

31

29

29

82

29

6

32

23

33

31

29

30

28

37

25

33

8

24

33

31

38

21

31

32

28

30

30

32

6

23

27

期 間

25

31

31

30,000

30,000

80.000

30,000

30,000

20,000

30,000

30,000

30,000

20,000

1,989

返 済 額

20,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

20,000

35,000

30,000

30,000

30,000

30,000

80,000

18 000

借入金額

300,000

120,000

70 000

H5。 9.7

H5.10.8

H5。 11.15

H5.12.6

H6.1.6

H6.2.7

H6.9.6

年 月 日

H4.2.26

H4.3.26

H4.4.27

H4.5。 26

H4.6.1

H4.6.26

H4.7.27

H4.8.27

114。 9.28

H4.10.21

H4.10.28

H4.11.30

H4.12.31

H5.1.29

H5.2,1

H5.3.3

H5.3.31

H5.5.7

H5.6.1

H5,7.4

H5,7.12

H5.8.5

H6.3。 7

H6.4.6

H6.5.6

H6.6.7

H6.6.13

H6.6.13

H6.7.6

H6.8.2

番

号

75

76

77

78

79

80

8

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

Ｐ
ω

35 -503 016 111



計 算 書

ド
ト

備    考

148

番

号

112

113

114

115

116

119

‐２〇

一
‐２‐

一
‐２２

123

124

125

‐２６

一
‐２７

129

‐３〇

一
‐３‐

一
‐３２

一
‐３３

一
‐３４

135

137

138

139

140

141

142

143

144

‐４５

一
‐４６

147

117

118

残 元 金

(― )は過 払 い

残 元 金

-533,016

-563,016

-593,016

-494,962

-524,962

-554,962

-520,268

-550,268

-580,268

-610,268

-640,268

-670 8

-700,268

-730,268

-760 68
-790,268

-644,797

-674,797

-704,797

-734 797
-764,797

-794,797

-824,797

-854,797

-776,006

-806,006

-886,006

-769,177

-799,177

-829,177

-859,177

-889,177

-919,177

21,209

8,171

21,184

元金入

11,946

5,306

24,529

-8,375

-11,089

-14,436

-17,371

-21,093

-21,209

-3,502

-7 29

-8,171

-2,315

-6,140

-8,409

-12,873

-16,773

-21,184

-21,184

-3,819

-7,769

利虐、累計
-7,289

-9,629

-11,946

-11,946

-2,241

-4,546

-5,306

-1,215

-3,706

-6,174

-8,936

-11,220

-14,437

-17,222

-20,327

-23,663

-24〕 529
-1,859

-5,001

-4.11

-4.11

-4.11

-4.11

-4.11

-4.11

-4.11

-4.11

-4.11

-4。 11

-4.11

-4.11

-4.11

-4.11

-4.11

-4.11

-4.11

-4.10

-4.10

-4.10

-4.10

-4.10

-4.10

-4.10

-4.10

-4.10

-4.10

-4.10

-4,10

-4.11

-4.11

不可率輻%,

初 日利′自、

-2,067.19

-2,386.51

-3,213.61

-2,781.89

-3,101.14

-3,332.68

-866.05

-1,854.90

-3,138.85

-3,369.93

-2,710.32

-3,343.37

-2,981.63

-3,718.35

-116.78

-3,498.39

-3,523.52

-1,142.08

-2,311.73

-3,821.20

-2,265.51

-4,460.21

-3,896.10

-4,407.01

-3,815.28

-3,946.79

-2,313.76

-2,237.50

-2,301.20

-760.22

-1,211.58

-2,487.51

-2,464.15

-2,758.75

-2,280.41

30,000

元金入金

額

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

繰越利
等 (累 計

不可 を自、
不可′自、市1限
法 利 率

29

31

32

8

21

18

27

35

32

32

平 年

当する日

教

30

32

30

33

32

10

17

33

31

33

26

35

凹 年

該 当

る 日

に

数

16

35

27

32

27

38

33

32

10

22

35

20

38

27

38

3

32

10

22

35

20

38

32

35

32

32

期 間

30

32

30

33

32

10

17

33

31

33

26

35

29

31

32

8

21

34

35

27

32

30,000

30,000

30,000

30 000

30 000

30,000

30,000

30,000

30.000

30.000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30.000

30,000

30,000

限

返 済 額

30,000

30,000

30,000

30 000

8 000

30,000

3 000

3 000

3 000

30,000

000

30 000

170,000

100,000

75,000

100,000

借 入 金 額

110,000

40,000

H7.10.13

H7.11.14

H7.11.22

H7.12.13

118.1.16

H8.2.20

H8.3.18

H8.4.19

H8.5.16

H8.6.18

H8.6.19

H8.7.22

H8.8.23

H8.9.2

H8。 9.24

H8,10.29

H8.11.18

H8。 12.26

H9.1.27

H9.3.3

H9,3.3

H9。 4.4

H9.5.6

年 月 日

H6.10.6

H6.11.7

H6.12.7

H6.12.7

H7。 1,9

H7.2.10

H7.2.20

H7.3.9

H7,4.11

H7.5。 12

H7.6.14

H7.7.10

H7.8.14

H7.凱 12

132

133

134

135

186

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

番

号

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

-949 177
-870,361

-900,361

-930,361



計 圭
自算

Ｐ
甑

備    考

175

176

177

178

179

180

181

182

185

162

168

６４

一
６５

166

167

‐６８

一
‐６９

一
‐７〇

一
‐７‐

一
‐７２

一
‐７３

174

番

号

‐５‐

一
‐５２

153

‐５４

一
‐５５

156

157

‐６〇

一
‐６‐

-1,371,853

-1,401,853

-1,311,691

-1,224,745

-1,254,745

-1,284,745

-1,314,745

-1,344,745

-1,283,316

-1,313,316

-1,388,316

-1,321,362

-1,351,362

-1,391,362

-1,358,083

-1 041 853
-1,071,853

-1,101,853

-1,131,853

-11161,853

-1,191,853

-1,221,853

-1,251,853

-1,281,853

-1,311,853

-1,341,853

残 元

(― )は過払ψ

残 元 金

-960,361

-911,702

-941,702

-971,702

-1,001,702

-1,031,702

-1,061,702

-993,603

-1,023,603

-1,053,603

-1,078,603

5 9 38

3 5 4

18,571

13,046

9,721

13,250

元金人企額

11,341

21,901

-27,986

-33,011

-37,988

-42 557
-48 71
-53,821

-59,838

-59,838

-3,054

-1,849

-7,353

-13,164

-18,571

-18,571

-5,453

-11,213

-13,046

-4,348

-9,721

-9,721

利虐、累計

-11,341

-11,341

-21,901

-3,406

-7,897

-12,807

-13,250

-3,143

-8,139

-12,369

-17,334

-22,431

-4,375

-8,120

-12,516

-16,636

-20 738

-4.11

-4.11

-4.11

-4.11

-4.11

-3,42

-4.11

-5。 48

-4.11

-4.11

-4.11

-4.11

-4.11

-4。 11

-4。 11

-4.11

-4.11

-4.11

-4,11

-4.11

初 日不可′自、

-4。 11

-4.11

-4.11

-4.11

-4.11

-4.11

-4,11

-4.11

-3.42

-5,449.70

-5,757.00

-1,833.31

-4,344.20

-5,368.42

-4,961.55

-5,093.05

-5,551.10

-5,021.31

-4,973.11

-4,565,50

-6,110,00

-5,146.83

-6,013.60

-3,054.62

-1,845.51

-5,500.25

-5,807.75

-5,403.06

し

不可率5%, り

不U ′自、
-3,568.51

-4,371.17

-3,741.01

-4,392.63

-4,116.58

-4,098.54

-1,163.51

-3,402.75

-4,487.03

-4,907.19

-443.26

-3,139.83

-4,992.19

-4,226.29

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

25,000

30,000

40,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30 000

30,000

30,000

30,000

30,000

30 000

30,000

30,000

25,000

繰越利
等 (累 計

不可 ′自、
利息制
法 利 率

10

24

29

32

32

34

30

29

26

34

28

32

17

11

32

33

30

31

32

当する日

数

28

35

29

33

30

29

8

25

32

34

22

34

28

聞 年 に

該 当す

る 日数

34

28

32

17

11

32

33

30

31

32

10

24

29

32

34

22

34

28

32

32

34

30

29

26

期 間

28

35

29

33

30

29

8

25

30,000

40.000

30,000

30,000

30 000

30 000

30,000

30,000

30,000

301000

30,000

3 000

000

30,000

30,000

30,000

25,000

不I 号|

返 済 額 元金入

額

30 000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

301000

30,000

25,000

3 000

30,000

30,000

30,000

48,000

150,000

90,000

80,000

借入金額

601000

90,000

50,000

Hll.10.19

Hll.10。 19

H10.6.12

H10。 7.14

H10.8.17

H10.9.16

H10。 10.15

H10.11.10

H10。 12.14

Hll.1.11

Hll.2.12

Hll.2.12

Hll.3.1

Hll.3.12

Hll.4.13

Hll.5.16

Hll.6.15

Hll.6.15

Hll.7.16

Hll.8.17

Hll.8.27

Hll.9.20

年 月 日

H96,3
H9.6.3

H9.7.8

H9.8.6

H9。 9.8

H9.10.8

H9.11.6

H9.11.14

H9.12.9

H10.1.10

H10.2,13

H10.2.16

H10.3.10

H10.4.13

H10.5.11

185

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

番

号

149

150

151

152

153

154

155

156



計 算 書

ド
ω

備   考

209

210

211

212

‐４

一
‐５

216

217

218

219

220

222

‐９９

一
２０〇

一
２０‐

一
２０２

２０３

一
２０４

205

２０６

一
２０７

一
２０８

番

号

‐８６

一
‐８７

一
‐８８

一
‐８９

190

191

192

193

194

195

196

197

198

2,075,800

2,125,800

2,051,669

1,977,772

2,077,772

2,003,954

1,920,660

1,990,660

1,915,115

1,951,115

1,874,769

1 907 769

1,841,991

1,861,991

1,784,074

1,695,535

1 617 832

1,537,113

残 元 金

(― )は過払い

残 元 金

2,559,353

2,471,853

2,399,205

2,327,720

2,267,293

2,177,027

2,227,027

2,153,228

2,283,228

2,212,212

21148,504

-1 378 083
-1,379,058

-1 369,436
-1,399,486

-1,429,486

-1 409 291
-1,439,291

-1,931,413

5,378

14,855

9,234

利尼、累計

-5,378

-5,378

-5,378

-6,382

-12,317

-14,855

-3,662

-9,234

-9,234

初 日禾叫′自、

-3.42

-0.13

-4.11

-4.11

-4.10

-67.23

し

円 り

-5,375.26

-6 378.20
-5,931.81

-2,538.62

-3,658.00

-5,505,48

74,131

73,897

73,818

83,294

75,545

76,346

65,778

77,917

88,539

77,703

80,719

72,648

71,485

60,427

90,266

73,799

71,016

63,708

72,704

25,000

975

30,000

30,000

30,000

492,122

87,500

21,249

4,622

9,840

11,598

15,884

11,059

5,689

2,367

繰越利
等 (累 計

27,296

11,059

14,810

26,103

5,689

20,493

24,706

2,367

22 88

21 249

2,405

4,622

19,600

9,840

12,243

23,461

22,297

19,281

不可′息

27,352

28,515

29,573

29,734

11,598

14,603

15,884

13,100

26,292

15.00%

15.00%

15.00%

15.00%

15.00%

15.000/O

15.00%

15.00%

15.00%

15.00%

15.00%

15.00%

15.00%

15,00%

15.00%

15.00%

15.00%

15.00%

15,00%

15.00%

15.00%

15.00%

15.00%

15,00%

15.00%

15.00%

利息制限
法 利 率

18.00%

15,00%

15,00%

27

27

6

25

13

16

32

32

29

16

24

30

平年

当す る日

救

29

34

10

31

32

13

16

18

14

29

31

13

17

15

問 年 に

該 当 す

る 日数

21

13

19

28

27

29

29

31

13

17

31

24

30

27

27

3

6

25

13

16

32

32

29

29

34

31

13

19

28

27

29

31

32

13

16

18

14

期 間

100,000

90,000

100,000

112,000

100,000

100,000

120,000

100.000

100 000

90,000

100,000

100,000

100 000

1 000

1 000

100,000

計

返 済 額 元金入金

額

25,000

975

3 000

30,000

30,000

492,122

87 500

100,000

100,000

90,000

70,000

36,000

33,000

20,000

50,000

130,000

50,000

100 000

借 入 金 額

15 000

35 000

4.500,000

H13.5.14

H13.5.17

H13.5,23

H13.6.17

H13.6.30

H13.7.16

H13.8.17

H13.9.18

H13.10。 17

H12,7.31

H12.8,16

H12.9.3

H12.9,17

H12.10.16

H12.11.16

H12.11.29

H12.12,16

H13.1.16

H13.1.23

H13.2.16

H13.3.18

H13.3.21

H13.4,17

年 月 日

Hll.11.17

Hll.11.17

Hll.11.17

Hll.12.21

H12.1.21

H12.2.8

H12.2.22

H12.3.21

H12.3.21

H12.3.21

H12.4.17

H12.5.16

H12.6.16

H12.7.18

221

222

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

番

号

186

187

188

189

190

191

192

198

194

195

196

197

198

199

200

201



計 算 書

備    考

２５４

一
２５５

256

257

258

239

240

241

242

２４３

一
２４４

一
２４５

２４６

一
２４７

一
２４８

一
２４９

一
２５０

251

番

号

223

224

225

226

２２９

一
２３０

231

232

233

234

235
２ ３ ６

一

２ ３ ７

238

227

228

844,334

754,743

664,048

732,048

653,603

561,661

478,585

548,585

455,199

361,185

275,489

189,111

188,266

1,172,425

1,087,950

1,010,468

1,070,468

984

896,178

956,178

878,504

903,504

824,334

残 元 金

(― )は過払い

残 元 金

1,677,113

1,596,983

1,517,328

1,577,328

1,507,224

1 435 806

1,484,806

1,403,010

1,320,307

1,380,307

1,297,028

551

128 512

1,042,425

利息累計初 日利′自、

円 り て

不可 ′息

過払い利虐、計算

78,445

91,942

83,076

98,386

94,014

85,696

86,378

845

84,475

77,482

86,022

88,268

77,674

79,170

89,591

90,695

80,130

79,655

70,104

71,418

81,796

82,703

83,279

83,477

85,039

86,087

1,661

3,682

10,830

272

2,556

6,511

2,998

色

等 (累 計 )

8,843

4,988

2,950

10,409

9,305

272

81724

8,058

6,924

2,556

4,058

5,986

4,304

3,622

155

13,913

2,998

12,527

12,518

1,661

12,317

11,732

3,682

8,644

10,830

利 息

8,843

11,027

20,345

4,988

14,908

18,582

2,950

15,254

17,297

6,511

10,210

16,523

14,961

15.00%

15.00%

15.00%

15.00%

15.00%

15.00%

15.000/0

15,00%

15.00%

15.00%

15.00%

15,00%

15,00%

15,00%

15.00%

15.000/0

15.000/O

15.00%

15.00%

15.00%

15.00%

限

法 利 率

15.00%

15,00%

15.00%

15.00%

15.00。/o

15.00%

15.000/0

15.00%

15。 00%

15,00%

15.00%

15.00%

15.00%

15.00%

15.000/0

15.00%

32

4

28

29

10

22

30

30

30

29

30

30

13

18

32

29

30

12

18

31

30

30

7

26

28

平年に

当する日

敬

14

16

31

8

23

30

25

凹 年 に

該 当 す

る 日狭

30

30

30

29

30

30

13

18

32

29

32

2

30

26

28

4

28

29

10

22

期 間

14

16

23

30

5

25

30

12

18

31

30

100 000

100,000

90,000

90,000

100,000

100,000

87,441

100,000

901000

100,000
000

000

1

90,000

1,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

90,000

号|

返 済 額 元金入金

額

100,000

100,000

90,000

90,000

100,000

100.000

60,000

60,000

25,000

20 000

68,000

70,000

60,000

180,000

借 入 金 額

140,000

60,000

49 000

H15.11.17

H15.11.19

H14.10.20

H14.11.17

H14.12.16

H14.12.26

H15,1.17

H15。 2.16

1115,2.16

H15.2.16

H15,3.18

H15.4.17

H15,4.18

H15.5.17

H156.16
H15,7.16

H15.7.29

H15.8.16

H15。 9.17

H15。 10。 16

H14.4.17

H14.4.29

H14.5,17

H14,6.17

H14.7.17

H14.8.16

H14.8.23

H14.9.18

H14.10.16

年 月 日

H13.10.31

H13.11,16

H13.12.17

H13.12.25

H14.1.17

H14.2.16

H14.2.21

H14。 3.18

243

244

245

246

247

248

249

250

251
２ ５２

一
２ ５ ３

254

255
２ ５ ６

一
２ ５ ７

一
２ ５ ８

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

番
号

一２２３
224

225

226

227

228

229

230

231

232

μ

『

259 259



計 算 書

騨
∞

備    考

289

290

291

292

２９８

一
２９４

２９

一
２９

277

278

279

280

281

282

２８３

一
２８４

285

286

287

288

番

号

260

２６‐
一２６２
・２６３
264

２６５

一
２６６

６７

一
６８

269

２ ７ ‐

一

２ ７ ２

一

２ ７ ３

274

275

276

270

-794,319

-884,319

-869,278

-969,278

-1 069,27
-1,169,278

-1,269 78

9 7 8

-1,245,028

-1,340,028

-1,440,028

-1,381,1 34
-1,481,134

-1,571 134

-417,325

-379,510

-469,510

-559,510

-659 10

-595 26

-685,226

-775,226

-865,226

フE

(― )は 過 払 い

残 元 金

288,266

191,376

93,731

163,731

65,811
-23,407

36,598
-48,973

-143,973

-104,343

-204,348

-294,348

-237,325

-327,325

25,750

10,106

2,185

5,716

8,098

4,959

元金入金額

370

1,982

-8,788

-5,214

-8,093

-8,093

-3,385

-4,959

-2,157

-6,286

-10,547

-15,846

-21,249

-25,750

-1,036

-6,556

-10,106

-2,284

-1,218

-1,982

-368

-1,900

-2,185

-1,204

-3,140

-5,446

-5,716

-2,292

利息累計

-233

-370

-341

-13.70

-13.70

-13.01

-13.70

-13.70

-12.33

-12.30

-13.66

-12.30

-12.33

-12.33

-12.33

-13.70

-13.70

-13.70

初 日禾Щ,自、

-12.98

-13.66

-1230

-12.30

-12.30

-12.30

-1,023.31

-5 6.96

-3,550.75

-2 70.86
-6,492.64

-2,293.07

-270.29

-2,280.39

-2,909.86

-2,867,27

-3,373.14

-1,574.81

-2,143.43

-4,116.11

247.82

-5 285.78

-5,390,08

1.74

ヤ

り

禾可 ′臥

-220.78

-137.68

-327.85

-865.39

-764.01

-356.64

-1,520.36

-285,06

-1,192,45

-1,924.22

100,000

100,000

100,000

100,000

95,000

100,000

100,000

90,000

90,000

90,000

100,000

90,000

90,000

90,000

90,000

100,000

元金入金
額

96,890

97,645

97,920

89,218

85,566

95,000

100,000

90,000

90,000

90,000

386

等 (累 計
禾噂′息

386

2,724

2,355

2,080

782

434

,自、市!限
法 利 率

15.00%

15.00%

15.00%

15.00%

15.00%

15.00%

15.00%

15.00%

30

18

12

32

16

31

27

31

13

18

31

29

33

31

24

6

平年

当す る日

救

23

14

23

30

30

12

凹 午

該 当
る 日

(こ

数

16

31

29

29

33

23

31

19

11

34

27

31

13

18

31

29

33

31

24

6

30

18

12

32

11

34

23

30

30

3

28

31

期 間

23

30

31

29

29

33

7

23

31

19

100,000

100,000

90,000

90,000

100.000

90,000

90,000

90 000

9 000

10 000

100,000

100,000

1 000

1 000

95,000

100 000

90 000

90 000

9 000

90,000

常」 5 計

返 済 額

100,000

100,000

100,000

90,000

86,000

951000

150,000

69,000

70,000

79,000

20,000

40,000

59,000

40,000

借入金額

100,000

70,000

60,000

H17.11.16

H17.12.4

H17.12.16

H16.11.16

H16.12.16

H16.12.19

H17.1.16

H17.2.16

H17.3.15

H17.3.15

H17.4.15

H17.4,28

H17.5.16

H17.6.16

H17.7.15

H17.8.17

H17.9,17

1117.10.11

H17.10.17

H16.5.24

H16.6.16

H16。 7.17

H16.8.5

H16.8.16

H16.9.19

H16.9.24

H16.10.17

年 月 日

H15.11.24

H15.12,17

H16.1.16

H16.1.16

H16.2.16

H16.3.16

H16.3.16

H16.4.14

H16.5.17

296

281

282

283

284

285

286

287

288
２８ ９

一
２ ９ ０

291

292

298
４

一
５

２９

一
２９

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

番

号

260

261
２ ６２

一
２６ ３

264

265

266

267

268

269

H18.1.17



十多
一ロ 算 書

Ｐ
Ｏ

備    考

３２６

一
３２７

一
３２８

329

330

331

332

383

313

316

312

３‐７
一３‐８
一脚
320

321

322

323

324

番

号

297

298

299

300
３０‐

一
３０２

303

304

３０５

一
３０６

一
３０７

一
３０８

309

310

311

-3,178,068

-2,360,788

-2,450,788

-2,440,862

-2,530,862

-2,524,371

-2 614 371
-2,603,509

-2,593,509

-2,693,509

-2,682,062

-2,782,062

-2,764,962

-2,854,962

-2,948,558

-2,919,845

-3,009,845

-3,099,845

-3,087,646

-3,078,068

残 元 金

(― )は過払し

残 元 金

-1,671,134

-1,771,134

-1,861,134

-1,951,134

-2,041,134

-2,141,134

-1,997,295

-1,977,568

-2,067,568

-2 053 269
-2 143 269
-2,121,719

-2,211,719

-2 203 758

3 7 5 8

-2,284,181

-2 74 181

8,553

12,900

21,287

27,801

422

8,450

12,039

10,423

6,607

10,074

13,509

9,138

元企入金紙

56 161

273

5 701

-10,074

-10,043

-13,509

-5,199

-9,138

-8,185

-8,553

-12,138

-12,900

-7,966

-20,884

-21,287

-11,211

-24,829

-27,801

-422

-10,976

利虐、累計

-15,258

-21,681

-29,457

-54,108

-56,161

-273

-5 701
-5,701

-8,450

-8,450

-9,313

-12,039

-6,653

-10,423

-5,957

-6,607

-9,067

-37,117

-45,147

-12.33

-12.82

-12.33

-12.33

-13.70

-12.33

-12.33

-12.33

-12.33

-12,33

-13.70

-13.70

初 日利 ,自、

-13,70

-13,70

-12.33

-12.33

-12.33

-13.70

-12.83

-12.33

-12.33

-422.97

-10,962.98

-5,945.13

-650.46

-9,055,08

-1,007.17

-10,030.94

-3,466.93

-5,187.06

-3,989.46

-8,171.33

-368.97

-12,124.39

-762.21

-7,954,00

-12,905.99

-403.91

-11,199,41

-13,606.15

-2,972.45

過払▼

利率5%,円未満切り捨て

不可 を自、
-6,456.72

-6 .83

-7,763.88

-7,648.50

-8,018.86

-8,947.44

-2,053.14

-273.60

-5,688.89

-8,438.09

-9,300.69

-2,726,78

64146
-3 770.56

100,000

90,000

93,596

90,000

90,000

100,000

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000

100,000

元金入
額

100,000

100,000

90,000

90,000

90,000

100,000

90,000

90,000

不可′息制
法 利 率

26

19

2

28

30

10

15

11

23

33

2

21

33

1

28

33

平

当する日
数

30

28

32

30

30

32

7

21

30

32

9

22

12

円 年 に

該 当す

る 日数

11

23

33

21

33

1

28

3

26

30

32

9

22

12

19

28

30

10

15

期 間

30

28

32

30

30

82

1

21

90,000

90,000

90,000

90,000

100,000

100,000

90,000

98,596

90,000

90,000

100,000

号|

返 済 額 繰越利
不可 ′自、

等 (累 計

100,000

90,000

90,000

90,000

90,000

100,000

90,000

90,000

90,000

100,000

40,000

10,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20 000

10 000

20 000

30 000

50 000

借入金額

000

2 000

20,000

30,000

20,000

H19.10.22

H18.12.18

H18,12.20

H19.1.17

H19。 1.20

H19.2.19

H19.3.1

H19.3.16

H19,3.27

H19.3.27

H19.4.19

H19。 4.20

H19.5,23

H19。 5.25

H19.6.15

H19.7.18

H19.7.19

H19.8.16

H19.9。 18

H19.9,25

H19.9.26

年 月 日

H18.2.16

H18.3.16

H18.4.17

H18.5.17

H18.6.16

H18.7.18

H18.7.25

H18,7.26

H18.8.16

H18.8.16

H18.9.15

H18.9.15

H18.10.17

H18.10.26

H18.11.17

H18.11.29

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328
３ ２ ９

一
３ ３ ０

331

332

333

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

番

号

297

298

299

300

301

302

303

304



計 算 書

備    考

３５６

一
３５７

347

348

３４９

一
３５〇

一
３５‐

352

３５３
一限
一３５５

番

号

３３４

一
３３５

３３６

一
３３７

一
３３８

339

340

341

342
３４３

一
３４４

一
３４５

346

-3,680,282

-3,760,282

-3,824,716

-3,944,716

-4,004,716

-4,116,751

-4,252,361

-4,332,361

-4,479,774

-4,630,896

-5,620,896

残 元 金

(― )|ま 過払い
残 元 金

-3,172,091

-3,262,091

-3,255,671

-3,345,671

-3,324,206

-3,315,572

-3,415,572

-3,411,038

-3,501,038

-3 477 302
-3,577,302

10,264

元企入金額

14,023

13,580

8,535

1,366

15,466

-145,579

-160,693

-195,703

-233,157

-256,764

-257,234

-1,056,192

-14,023

-10,006

-13,580

-6,702

-8,535

-1,366

-14,067

-15,466

-10,264

-10,264

-18,065

-36,161

-49,243

-59,525

-83,053

-92,761

-115,754

利虐、累計

-470.63

-10.93

-8.80

-16.39

-8.20

-15.31

-18.53

-10.93

-20.14

-20.70

-135.62

初日不可′自、

-12.33

-12.33

-13.70

-12.30

-13.66

-14,07

-23,512.60

-9,700.12

-22,977.88

-29,807.08

-15,104.01

-34,990.65

-37,433.73

-23,471.66

-798,95804

過払い利虐、計算

利率5%,円未満切り捨て

利  息
-3,047.46

-9,994.26

-3,574.89

-6,689.73

-1,883.24

-1,366.11

-14:053.77

-1,399.82

-10,251.75

-18,051.57

-18,081.99

-13,072.04

10 99

80,000

64,434

120,000

60,000

112,035

135,610

80,000

147,413

151,122

990,000

3,435,616

元金入
額

90,000

90,000

100,000

90,000

100,000

102,980

繰越利
等 (累 計

禾U サ息
不1,自、市1

法 利 率

44

61

37

644

当する日

数

23

8

15

4

3

0

20

45

18

42

53

26

15

21

22

38

37

26

59

61

37

38

37

26

20

45

18

42

53

26

期 間

23

8

15

4

3

22

60,000

112,035

1351610

80,000

147,413

151,122

990,000

3,435,616

90,000

100,000

90,000

10 000

10 980

000

64,434

120,000

市」

返 済 額 F刊 年 に

該 当す

る 日数

90,000

借入金額

20,000

20,000

30,000

10,000

20,000

34,000

H20.9.28

H20.11.20

H20.12.16

H21.2.13

H21,4.15

H21.5,22

H21.5.22

H23.2,25

年 月 日

H19.10.29

H19.11.21

H19.11.29

H19。 12.14

H19.12.18

H19。 12.21

H20.1.21

H20.1.24

H20.2.15

H20.2.15

H20。 3.24

H20.430
H20.5.26

H20.6.15

H20,7.30

H20.8.17

351

352

353

354

355

356

342

343

344

345

346

347

348

349

350

番

号

334

335

336

337

338

339

340

341

］

〇

644357

-9 5 12

-9 56 12

元利合計 =   10,H2,704

違約金67,365円 込みの金額



推定計算書 1/1
れ
二
　

粛

235,312

223 547

221,147

299,147

287,913

277,989

277,162

266,862

256,202

244,912

299,912

288 959

278,494

267,684

残元金(UD

300,000

290,200

280,357

270,169

259,354

248,431

237,126

235,425

223,664

299,664

289,695

279 544

2

268,754

258 160

246 679

574

10,594

11,481

11,367

11,765

2,400

11 234

9,924

827

10,300

10,660

11,290

10,953

10,465

10,810

元金入
金額

9,800

9 843

10 188

10,815

10,923

11,305

1,701

11,761

9,969

10,151

10,216

3,980

2,449

繰 毬利 也
等 (果 計 |

1,3411,341

8,690

9,849

9,784

9,426

9,406

8,519

8,633

8,235

7,600

3,980

4,786

10,076

9,173

9,700

9,340

8 710

2 449

6,598

9,535

9,190

不Щ′自、損
害金(F)

10,200

10,157

9,812

9,185

9,077

8,695

8,299

8,239

36.50%

36.50%

36.50%

36.50%

36.50%

36.50%

36.50%

36.50%

36.50%

36.50%

36.50%

36.50%

36.50%

36.50%

86.50%

36.50%

36.50%

遅延
利率

36.50%

36.50%

36.50%

36.50%

36.500/0

86.50%

36.50%

36.50%

36.50%

36.50。/。

36.50。/。

86.50%

86.50%

い

約定
利率

86.500/O

36.50%

36.50%

36.50%

36.500/。

86.50%

36.50%

36.50%

36.50%

36.50%

86.50%

36.50%

36.50%

36.50%

36.50%

36.50%

36.50%

36.50%

36.50%

36.50%

36.50%

36.50%

36.500/O

36.50%

36.50%

36.50%

36.50%

36.50%

36.50%

36.50%

遅延
日数

34

18

16

35

33

35

35

34

10

22

33

33

返 済 畑

限 まで

の 日数

34

35

35

34

35

35

35

35

6

29

34

35

35

35

33

35

35

6

29

34

35

35

35

33

35

35

34

18

16

35

33

35

35

34

10

22

33

33

期 間

34

35

35

34

35

35

35

35

返済期限

S60.12.4

S61.1.8

S61.4.22

S61.5.27

S61,7.1

S61.8.5

S61.8.11

S61.9.9

S61.10,13

S61.11.17

S61.12.22

S62.1.26

S62.2.28

S62.4.4

S62.5.9

S62.6.12

S62.6.30

S62.7.16

S62.8.20

S62,9,22

S62.10.27

S62.12.1

S63.1.4

S63.1.14

S63.2.5

S63.3.9

S63.4.11

S61.2.12

S61.3.18

S61.5.28   - S61.7.1

S61.7.2     かや S61.8.5

S61.8.6    - S61.8.11

S61.8。 12   ハV S61.9.9

S61,9,10   か彰 S61.10.13

S61.10.14  かや S61.11.17

S61.11.18   - S61.12.22

S61.12.23   - S62.1.26

S62.1.27   - S62.2.28
S62.3.1    - S62.4.4
S62.4.5     かψ S62.5,9

S62.5。 10   か彰 S62.6.12

S62.6.13   - S62.6.30
S62.7.1    日́ S62.7.16

S62.7.17   - S62.8.20
S62.8.21   - S62,9.22
S62.9.23   - S62.10.27
S62.10.28  - S62.12.1

S62.12.2    - S63.1.4

S63.1.5    - S63.1.14
S63。 1.15   - S63.2.5

約 定 不可 率 | よ る 計    算

日 入

間

自 至

S60.11.1   かV s60.12.4

S60.12.5   - S61.1.8
S61.1.9    か彰 s61.2.12

S61.2.13   - S61.3.18
S61,3.19    - S61.4.22

S61.4.23   - S61.5。 27

20,000
20,000

10 000

20 000

20,000
20,000

20,000

20 000

20 000

返 済 額

20 000

20 000

20 000

20,000
20,000

20,000

10,000

20,000

2 000

20,000

20,000
10,000

20,000

20,000

20,000

20.000

10,000
78,000

55,000

借 入 金 額

300,000

76,000

年 月 日

S60.10.31

S60.12.4

S61.1.8

S61.2,12

S61.3.18

S61.4.22

S61.5.27

S61.7.1

S61.8.5

S61.8.11

S61。 9.9

S61.10.13

S61.11.17

S61.12.22

S62.1.26

S62.2.28

S62.4.4

S62.5.9

S62.6.12

S62.6.30

S62.7.16

S62.8.20

S62.9.22

S62.10.27

S62.12.1

S63.1.4

S63.1.14

S63.2.5

S63.3.9

8

9

0

11

12

13

4

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

番

号

つ
る

4

5

6

〕

μ

S63.4.11

S63.2.6    - S63.3.9

×アイフル

S63.3.10   かψ S63.4.11



99Z宣 00‐0}勁 昌

平成 2

れは正本である。

月 25日

判所民事第 2部

裁判所書記官  中 村

宮出奇 10‐ 003268




